
「ＡＩ制度研究会」の設置について（案） 

令和６年７月〇〇日 

ＡＩ戦略会議決定 

１．「統合イノベーション戦略 2024」(2024 年 6 月 4 日閣議決定)に基づき、

イノベーション政策強化推進のための有識者会議「ＡＩ戦略」（ＡＩ戦略

会議）の下、「ＡＩ制度に関する考え方」等を踏まえ、ＡＩ制度の在り方に

ついて検討することを目的として、「ＡＩ制度研究会」（以下「研究会」と

いう。）を設置する。 

２．研究会の座長、座長代理及び構成員は別紙のとおりとする。 

３．研究会は原則として非公開とする。 

４．座長は、研究会における審議の内容等を、議事録等の公表その他の適当

な方法により公表する。ただし、座長が審議の内容等を公表しないことが

適当であるとしたときは、その全部又は一部を非公表とすることができる。 

５．研究会の庶務は、関係行政機関の協力を得て、内閣府において処理する。 

６．前各項に掲げるもののほか、研究会の運営に関する事項その他必要な事

項は、座長が定める。 

資料１ 



（別紙） 

「ＡＩ制度研究会」座長、座長代理及び構成員について 

 

 

以上 

座  長 松尾  豊 東京大学大学院工学系研究科 教授 

座長代理 村上 明子 独立行政法人情報処理推進機構ＡＩセーフティー・イ

ンスティテュート 所長 

 生貝 直人 一橋大学大学院法学研究科 教授 

 岡田隆太朗 一般社団法人日本ディープラーニング協会 専務理事 

 岡本浩一郎 一般社団法人ソフトウェア協会 副会長／株式会社リ

アルソリューションズ 代表取締役社長 

 柿沼 由佳 公益社団法人全国消費生活相談員協会消費者教育研究

所 副所長 

 工藤 郁子 大阪大学社会技術共創研究センター 特任准教授 

 殿村 桂司 長島・大野・常松法律事務所 弁護士 

 中尾 悠里 富士通株式会社富士通研究所人工知能研究所 プリン

シパルリサーチャー 

 永沼 美保 一般社団法人日本経済団体連合会デジタルエコノミー

推進委員会 国際戦略ＷＧ 主査／日本電気株式会社 

品質・エンジニアリング推進部門 主席プロフェッショ

ナル 

 原山 優子 東北大学 名誉教授／GPAI 東京専門家支援センター長 

 平野  晋 中央大学国際情報学部 教授・学部長 

 福岡真之介 西村あさひ法律事務所・外国法共同事業 弁護士 

 松原実穂子 日本電信電話株式会社 チーフ・サイバーセキュリテ

ィ・ストラテジスト 


